
議案第６１号 

 

静岡科学館条例の一部改正について 
 

 静岡科学館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３１年２月２１日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

   静岡科学館条例の一部を改正する条例 

 静岡科学館条例（平成15年静岡市条例第349号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「510円」を「520円」に、「3,090円」を「3,140円」に、「770円」を「780円」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡科学館条例（以下「新条例」という。）別表の規定にかかわら

ず、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に定期入館に係る利用料金を支払った

者は、施行日以後に当該利用料金に相当する期間において、静岡科学館に入館することがで

きる。 

（施行前の準備） 

３ 新条例別表の規定に基づく静岡科学館の利用料金の設定は、施行日前においてもこれを行

うことができる。 


